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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市民参加の推進に関し、基

本理念を定め、市民及び市の機関の責務を明ら

かにするとともに、市民参加の推進に関する基

本となる事項を定めることにより、市民と市の

機関との協働による暮らしやすい春日部市を

つくることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民参加 広く市民の意見を反映させ

るため、市民が様々な形で行政活動へ自主的

に参加することをいう。 

(２) 市民 市内に居住し、通勤し、通学し、

又は活動する個人及び団体をいう。 

(３) 市の機関 市長、消防長、教育委員会、

選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農

業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事

業管理者及び病院事業管理者をいう。 

(４) 行政活動 市民が暮らしやすいまちを

つくることを目的として、市の機関が行うあ

らゆる活動をいう。 

(５) 協働 市民と市の機関とが目的を共有

し、互いの役割及び責任に基づいて、信頼関

係を構築し、対等な立場で補い合い、協力し

て行動することをいう。 

一部改正〔平成20年条例32号〕 

（基本理念） 

第３条 市民参加は、次に掲げる理念（以下「基

本理念」という。）のもとに、推進されなけれ

ばならない。 

(１) 市民の参加する権利を保障し、市民の自

主性を尊重し、意見を述べ、提案する機会を

確保すること。 

(２) 市民と市の機関とが互いの立場を理解

し、尊重すること。 

(３) 市民と市の機関が情報を共有すること。 

(４) 市民が参加の有無により不利益な取扱

いを受けないこと。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、基本理念にのっとり、自らの意

見と行動に責任を持つだけでなく、市民相互の

自由な意見を尊重し、積極的な市民参加をする

よう努めるものとする。 

２ 市民は、基本理念にのっとり、特定の個人又

は団体の利益ではなく、市全体の利益を考慮し、

市民参加をするよう努めるものとする。 

（市の機関の責務） 

第５条 市の機関は、基本理念にのっとり、行政

活動について市民に情報を提供するとともに、

市民との情報の共有に努めるものとする。 

２ 市の機関は、基本理念にのっとり、行政活動

について説明する責任を果たすとともに、市民

が参加しやすい環境の整備に努めるものとす

る。 

３ 市の機関は、基本理念にのっとり、市民参加

の結果を行政活動にいかすことができるよう

適切な時期に市民参加の手続を行うとともに、

市民参加の手続により述べられた意見を十分

考慮し、その反映に努めるものとする。 

４ 市の機関は、基本理念にのっとり、市民参加

の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策

定し、及び実施するものとする。 

第２章 市民参加のための手続 

（市民参加のための手続の対象） 

第６条 市の機関は、次に掲げる事項（以下「対

象事項」という。）を実施しようとするときは、

市民参加のための手続（以下「市民参加手続」

という。）を行わなければならない。 

(１) 市の基本構想その他市の基本的な事項

を定める計画等の策定又は変更 

(２) 市の基本的な方針を定める条例又は市



民に義務を課し、若しくは権利を制限するこ

とを内容とする条例の制定又は改廃 

(３) 広く市民の公共の用に供される施設の

設置に係る計画等の策定又は変更 

(４) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の

導入又は改廃 

２ 市の機関は、前項の規定にかかわらず、次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、市

民参加手続を行わないことができる。 

(１) 軽微なもの 

(２) 緊急に行わなければならないもの 

(３) 法令の規定により実施の基準が定めら

れており、その基準に基づいて行うもの 

(４) 市の機関の内部の事務処理に関するも

の 

(５) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関

するもの 

３ 市の機関は、前項第２号の規定により市民参

加手続を行わないこととしたものについては、

その理由を公表しなければならない。 

４ 市の機関は、対象事項以外のものについても、

市民参加手続を行うよう努めるものとする。 

（市民参加手続の方法等） 

第７条 市民参加手続は、次に掲げるとおりとす

る。 

(１) 市民意見提出手続（対象事項の案につい

て、その趣旨、内容等基本的事項を広く公表

し、市民からの意見の提出を受け、提出され

た意見に対し考え方を公表する手続をい

う。） 

(２) 審議会等手続（審議会等（地方自治法（昭

和22年法律第67号）第138条の４第３項の

規定に基づき設置する附属機関その他の審

査、諮問、調査等のための機関をいう。以下

同じ。）に諮問して市民の意見を求める手続

をいう。） 

(３) 市民対話説明会手続（対象事項の案を説

明して市民と市の機関及び市民同士が議論

する手続をいう。） 

(４) 市民意見交換会手続（対象事項の案を作

成する前に、市民と市の機関及び市民同士が

議論し、対象事項について意見を集約するた

めの手続をいう。） 

(５) 市民政策提案手続（対象事項の範囲内で

市民が提案し、市の機関が提案された内容を

検討し、意思決定を行う手続をいう。） 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が

適当と認める手続 

２ 市民参加手続は、前項第１号により行い、必

要に応じ、前項第２号から第６号まで（第５号

を除く。）に掲げる手続のうちから適当と認め

る１以上の手続により、行うものとする。 

（市民参加手続の実施予定及び実施状況の公

表） 

第８条 市長は、市民参加手続の実施について、

毎年度、その年度における実施予定及び前年度

における実施状況を取りまとめ、これを公表し

なければならない。 

（市民意見提出手続） 

第９条 市の機関は、市民意見提出手続を実施し

ようとするときは、次に掲げる事項を公表しな

ければならない。 

(１) 対象事項の案 

(２) 対象事項の案を作成した趣旨、目的その

他の説明 

(３) 意見の提出先、提出方法及び提出期限 

(４) その他市の機関が必要と認める事項 

２ 市民意見提出手続における意見の提出期間

は、30日以上とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市の機関は、やむ

を得ない理由があるときは、30日を下回る提

出期間を定めることができる。この場合におい

て、第１項の規定による公表の際その理由を明

らかにしなければならない。 

４ 市民は、意見を提出しようとするときは、住

所、氏名その他市の機関が必要と認める事項を

明らかにしなければならない。 

５ 市の機関は、市民意見提出手続により提出さ

れた意見に対する検討を終えたときは、速やか

に次に掲げる事項を公表しなければならない。 

(１) 提出された意見の概要 

(２) 提出された意見に対する検討の結果及



びその理由 

（審議会等手続） 

第10条 市の機関は、審議会等の委員の選任に

当たっては、法令の規定により委員の構成が定

められている場合を除き、原則として公募によ

り選考する市民を含めるものとする。 

２ 市の機関は、審議会等の委員を選考するに当

たっては、男女比、年齢構成、委員の在任期間

及び他の審議会等の委員との兼職状況に配慮

し、市民の多様な意見を反映するよう努めるも

のとする。 

３ 市の機関は、審議会等の委員を公募により選

考したときは、速やかに選考の結果を公表しな

ければならない。 

４ 市の機関は、審議会等の委員を選任したとき

は、次に掲げる事項を公表しなければならない。 

(１) 委員の氏名 

(２) 委員の選任区分 

(３) 審議会等の委員に公募により選考され

た市民が含まれていない場合には、その理由 

（会議の公開等） 

第11条 審議会等の会議は、公開するものとす

る。ただし、次の各号のいずれかに該当すると

きは、会議の全部又は一部を公開しないことが

できる。 

(１) 法令等の規定により、会議を公開するこ

とができないと認められるとき。 

(２) 会議の内容に非公開情報（春日部市情報

公開条例（平成17年条例第16号）第６条各

号に定める情報をいう。）が含まれるとき。 

(３) 不服申立て、苦情、あっせん及び調停に

係る事項について審議等を行うとき。 

(４) 会議を公開することにより、公正又は円

滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達

成されないと認められるとき。 

２ 市の機関は、審議会等が会議を非公開とする

場合には、その理由を公表しなければならない。 

３ 市の機関は、審議会等の会議を開催しようと

するときは、緊急に会議を開催する必要がある

場合を除き、あらかじめ開催日時、開催場所、

議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。 

４ 市の機関は、審議会等の会議を開催したとき

は、会議録を作成し、速やかに公表しなければ

ならない。ただし、会議を非公開とした場合は、

会議録を公表しないことができる。 

（市民対話説明会手続） 

第12条 市の機関は、市民対話説明会を開催し

ようとするときは、あらかじめ開催日時、開催

場所、議題その他必要な事項を公表しなければ

ならない。 

２ 市の機関は、市民対話説明会を開催したとき

は、開催記録を作成し、速やかに公表しなけれ

ばならない。 

３ 市の機関は、市民対話説明会で述べられた意

見に対する検討を終えたときは、その結果を速

やかに公表しなければならない。 

（市民意見交換会手続） 

第13条 市の機関は、市民意見交換会を開催し

ようとするときは、あらかじめ開催日時、開催

場所、対象事項に関する基本的な考え方その他

必要な事項を公表しなければならない。 

２ 市の機関は、市民意見交換会の開催に当たっ

ては、参加者が自由な議論により意見を交換し、

意見の集約ができるよう運営するものとする。 

（市民政策提案手続） 

第14条 市民は、市民５人以上の連署をもって、

その代表者から市の機関に対し、対象事項につ

いて、現状の課題、提案の内容、予想される効

果等を記載した具体的な政策を提案できるも

のとする。 

２ 市の機関は、対象事項について、提案を求め

る目的、提案者の範囲、提案の方法その他提案

に必要な事項を公表して、市民に対し、提案を

求めることができる。 

３ 市の機関は、前２項の規定により提案された

政策について総合的に検討し、検討結果を春日

部市市民参加推進審議会に通知し、意見を求め

なければならない。 

４ 市の機関は、検討結果とその理由及び春日部

市市民参加推進審議会の意見を公表するとと

もに、当該提案に係る代表者に通知しなければ

ならない。 



第３章 市民参加の推進 

（市民登録制度） 

第15条 市長は、市民参加を推進するため、行

政活動に関心と意欲を持つ市民を公募し、公募

委員登録者として登録するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により登録された者に対

して、審議会等の委員の公募その他市民参加に

関する情報を提供するものとする。この場合に

おいて、登録された者を審議会等の委員の選考

その他市民参加に関し、優遇してはならない。 

（指針の策定） 

第16条 市長は、市民参加を推進し、市民との

協働によるまちづくりを進めるため、総合的な

指針を策定するものとする。 

（春日部市市民参加推進審議会の設置） 

第17条 市民参加を推進するため、春日部市市

民参加推進審議会（以下「推進審議会」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第18条 推進審議会は、市の機関の諮問に応じ、

市民参加の推進に関する事項を調査審議する。 

２ 推進審議会は、必要と認める事項について審

議し、市の機関に意見を述べることができる。 

（組織） 

第19条 推進審議会は、委員７人以内をもって

組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

(１) 知識及び経験を有する者 

(２) 市内各種団体を代表する者 

(３) 公募に応じた市民 

（任期） 

第20条 委員の任期は、２年とする。ただし、

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第21条 推進審議会に会長及び副会長を置き、

委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、推進審議会を代表し、会務を総理し、

会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある

とき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第22条 推進審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 推進審議会の会議は、委員の過半数が出席し

なければ、開くことができない。 

３ 推進審議会の議事は、出席委員の過半数で決

し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（意見聴取等） 

第23条 推進審議会は、審議のため必要がある

と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提

出を求めることができる。 

（庶務） 

第24条 推進審議会の庶務は、市民部市民参加

推進課において処理する。 

（推進審議会の運営） 

第25条 第17条から前条に定めるもののほか、

推進審議会の運営に関し必要な事項は、推進審

議会が定める。 

第４章 雑則 

（委任） 

第26条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 2０年 10 月１日から施行す

る。 

附 則（平成 22 年 3 月 23 日条例第 2 号） 

  この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行す

る。 

附 則（平成 22 年 12 月 17 日条例第 47 号） 

この条例は、平成 23 年 2 月 10 日から施行

する。 


